
(事業の目的)

第 1 条

(運営の方針)

第 2 条

2

3

4

5

(事業所の名称等)

第 3 条 本事業を行う事業所の名称およびその所在地は次のとおりとする。

① 名称
② 所在地

(看多機サービスの内容)

第 4 条

① 通いサービス、宿泊サービス

ア 日常生活の世話。

イ 健康チェック。

ウ 機能訓練。

エ 食事支援。

オ 入浴支援。

カ 排泄支援。

看多機サービスは、利用者の心身の状況、希望およびその置かれている環境、他の保
健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況を把握し、その目標を設定し、計画的
に行うものとする。
本事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその
改善を図るものとする。
本事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市区町村、地域包括支援セ
ンター、老人介護支援センター、居宅サービス事業者、他の地域密着型サービス事業
者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によ
るサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等との密接な連携を図り、
総合的なサービスの提供に努める。

事業所に勤務する従業者によって行われる看多機サービスの内容は、次の通りとす
る。

事業所において、次に掲げる食事や入浴、排泄等の日常生活上の世話や機能訓練
等を提供する。

ミモザ横浜永田東
神奈川県横浜市南区永田東二丁目23番50号

看多機サービスの終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行う
とともに、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業所に対する情報の提供および保健
医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

本事業の実施にあたっては、利用者の健康管理を適切に行うため、主治の医師との密
接な連携を図る。

ミモザ横浜永田東
看護小規模多機能型居宅介護

運営規程

ミモザ株式会社(以下、「事業者」という。)が設置するミモザ横浜永田東(以下、
「事業所」という。)において実施する指定看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を
含む。以下、「看多機サービス」という。)の事業(以下、「本事業」という。)は、
第5条記載の従業者によって、要介護状態となった場合においても通いを中心とし
て、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問介護・看護や宿泊を組み合わせてサービ
スを提供することにより、利用者の居宅における生活の継続を支援することを目的と
する。
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キ 送迎支援。

② 訪問サービス

ア 排泄の介助、食事の介助、清拭・体位交換等の身体の介護

イ 調理、掃除、洗濯、生活必需品の買い物等の生活の援助

ウ 訪問、電話等による安否確認

③ 看護サービス

④

2

第 5 条

①

②

③

(従業者の職種、員数および職務の内容)

第 6 条 事業所における従業者の職種、員数および職務の内容は次のとおりとする。

①

②

③

ア

登録者の宿泊サービスの利用者と登録者以外の短期利用の利用者の合計が、第9条
記載の宿泊サービスの定員の範囲内であること。

利用者の居宅にお伺いし、次に掲げる食事や入浴、排泄等の日常生活上の世話や
支援等を提供する。事業者は、訪問サービスを提供する従業者に身分を称する書
類を携行させるものとし、当該従業者は初回訪問時や利用者又はその家族から提
示を求められた際には当該書類を提示するものとする。

利用者の居宅において、利用者の主治医の指示書に基づく療養上の世話または必
要な診療の補助を提供する。事業者は、看護サービスを提供する従業者に身分を
称する書類を携行させるものとし、当該従業者は初回訪問時や利用者又はその家
族から提示を求められた際には当該書類を提示するものとする。
事業所は、利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助
言、申請代行等を行う。

介護従業者は、登録者の居宅を訪問して訪問サービスまたは看護サービスを提供
するとともに、事業所において通いサービスまたは宿泊サービスを提供する。

　

事業者は、介護・看護技術の進歩に対応し、適切な介護・看護技術をもって、看多機
サービスの提供を行うものとする。

(短期利用居宅介護)
次の各号に適合する場合において、指定看護小規模多機能型居宅介護短期利用を行う
ものとする。
利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支
援専門員が、緊急に利用することが必要と認めた場合であって、事業所における
介護支援専門員が、登録者に対する看多機サービスの提供に支障がないと認めた
場合であること。
利用の開始に当たって、あらかじめ7日以内(利用者の日常生活上の世話を行う家
族等の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日以内)の利用期間を定めること。

管理者は、介護支援専門員に指定看護小規模多機能型居宅介護計画(以下、「介護
計画」という。)の作成を担当させるほか、従業者の管理、看多機サービスの利用
の申し込みにかかる調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うと
ともに、自らも看多機サービスを提供する。
介護支援専門員　1名(兼務)

介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏
まえて、他の介護従業者と協議の上、介護計画を作成し、随時適切に通いサービ
ス、宿泊サービス、訪問サービス及び看護サービスを組み合わせた介護・看護を
行う。その内容について、利用者またはその家族に説明し、利用者の同意を得る
とともに交付する。また、必要に応じて介護計画の変更を行う。
介護従業者

常勤換算で、通いサービスの提供に当たる者をその利用者の数が3名またはその端数
を増すごとに1名以上及び訪問サービスに当たる者を2名以上とする。

管理者　1名(常勤兼務)
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イ

ウ

エ

オ

カ

(営業日、サービス提供時間)

第 7 条

①

②

ア 通いサービス
イ 宿泊サービス
ウ 訪問サービス

エ 看護サービス

(利用定員)

第 8 条

① 名
② 名/日
③ 名/日

(通常の事業の実施地域)

第 9 条

(介護計画の作成等)

第 10 条

2

3

4

(利用料等)

第 11 条

2

9時45分から16時まで。
16時から翌日9時45分まで。

看多機サービスを利用した場合の、介護保険給付の対象とならない利用料の額は、本
運営規程の別添書類とする。

宿直勤務にあたる介護従業者を1名以上。
ただし、宿泊者がいない場合は配置しない場合がある。

営業日

24時間

24時間

サービス提供時間

通いサービス 18

介護従業者のうち看護職員の者は常勤換算方法で2.5名以上とする。

利用定員は、次の通りとする。

登録定員 29

事業所の営業日およびサービス提供時間は次の通りとする。

介護計画の作成後においても、他の介護従業者または利用者が介護計画に基づき利用
する他の居宅サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、介護計画の実
施状況の把握を行い、必要に応じて介護計画の変更を行うものとする。

看多機サービスを利用した場合の、介護保険給付の対象となる利用料の額は、厚生労
働大臣が定める基準によるものとし、当該看多機サービスが法定代理受領サービスで
あるときは、介護報酬告示上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた
額とする。詳細は本運営規程の別添書類の通りとする。

宿泊サービス 8

介護従業者のうち1名以上の者は、常勤の保健師または看護師とする。

1年を通じて毎日営業する(休業日は設けない。)。

通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる介護従業者のうち、1名以上の者は、
看護職員とする。

夜勤にあたる介護従業者を1名以上。

介護支援専門員は、介護計画を作成した場合には、当該介護計画を利用者に交付する
ものとする。

通常の事業の実施地域は、横浜市南区、保土ヶ谷区、港南区、西区、中区、磯子区、
戸塚区とする。

介護支援専門員は、看多機サービスの提供の開始にあたり、利用者の心身の状況、希
望およびその置かれている環境を踏まえて、他の従業者と協議の上、援助の目標、当
該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載した介護計画を作成する。
介護支援専門員は、それぞれの利用者に応じて作成した介護計画について、利用者ま
たはその家族に対して、その内容について説明し同意を得るものとする。
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3

4

5

(看多機サービス利用にあたっての留意事項)

第 12 条

①

②

③

④

2

(衛生管理等)

第 13 条

2

3

(緊急時における対応方法)

第 14 条

2

(事故発生時における対応方法)

第 15 条

2

3

4

(非常災害対策)

前項の従業者が看護職員である場合にあっては、必要に応じて臨時応急の手当てを行
わなければならない。

事業所は利用者に対し明細表を添付した請求書を送付する。当該請求に対し利用者か
ら利用料等の支払いを受けたときは、事業所は利用者に対し領収書を交付する。

前2項の利用料の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書
で説明をしたうえで、支払いに同意する旨の文書に署名を受ける。

利用者は、要介護者であって、次の各号のいずれも遵守できる場合に限り、看多機
サービスを利用できるものとする。
事業所内では飲酒しないこと。

本サービスの提供時に健康チェックを行い、その結果によっては、入浴等を中止
する場合があることを承諾すること。
通いサービスを欠席する場合は、欠席する日の前日または当日の8時30分までに事
業者に連絡すること。
利用者が事業所を利用する上で、他の利用者に迷惑となる行為等が見られた場
合、利用を中止する場合があることを承諾すること。

事業所の敷地内では、利用者による喫煙は原則遠慮していただいている。

事業者は、従業者の清潔の保持及び労働安全衛生法で定められた健康診断を行い健康
状態の管理を行うものとする。

事業所の従業者は、利用者に対する看多機サービスの提供により事故が発生した場合
は、市区町村、当該利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものと
する。
事業所の従業者は、前項の事故の状況および事故の際に採った処置について記録をす
るものとする。

事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

事業者は、利用者に対する看多機サービスの提供により、事業所の従業者の責に帰す
べき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を行うものとする。

事業所は、利用者から法定代理受領サービスに該当しない看多機サービスに対する利
用料等の支払いを受けた場合は、提供した当該サービスの内容、利用料の額その他必
要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備または飲用に供する水につい
て、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。
事業所は、食中毒又は感染症が発生しないように、及び蔓延しないように必要な措置
を講じるものとする。また、これらを防止するための措置等について、必要に応じ保
健所の助言や指導を求めるとともに、密接な連携を保つものとする。

事業所の従業者は、看多機サービスの提供を行っているときに、利用者の症状の急変
その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医または事業者が定めた協力医療機関
に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な
場合は、救急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
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第 16 条

(苦情処理)

第 17 条

2

3

(個人情報の保護)

第 18 条

2

(地域との連携等)

第 19 条

2
3

4

5

(身体拘束等の適正化)

第 20 条

2

① 切迫性

事業所は、その運営にあたっては、地域住民またはその自発的な活動等との連携およ
び協力を行う等の地域との交流に努める。

自らが提供したサービスに関し、介護保険法の規定により市区町村が行う文書その他
の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市区町村の職員からの質問若しくは照会に
応じ、及び利用者からの苦情に関して市区町村が行う調査に協力するとともに、市区
町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改
善を行う。
自らが提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が
行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、指導又は助言
に従って必要な改善を行うこととする。

前項の身体的拘束を行うのは、次の各号をすべて満たしている場合に限るものとす
る。

利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著
しく高いこと。

事業所が得た利用者の個人情報については、事業所が行うサービス以外の目的では原
則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者または
その代理人の了解を得るものとする。

事業所は、看多機サービスの提供にあたっては、利用者、利用者の家族、地域住民の
代表、事業者が所在する市区町村の職員または区域を管轄する地域包括支援センター
の職員、看多機サービスについて知見を有する者等により構成される協議会(以下、
「運営推進会議」という。)を設置する。

運営推進会議は、事業所の看多機サービスの内容および活動状況等を報告し、運営推
進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聞く機
会とする。

運営推進会議は、おおむね2か月に1回以上開催する。

事業所は、報告、評価、要望、助言等について記録を作成するとともに、それを公表
するものとする。

事業者は、利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行わないこととす
る。ただし、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを
得ない場合に限り、身体的拘束を行う場合がある。

非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成
し、関係機関への通報および連絡体制の整備等に万全を期すとともに、防火管理者ま
たは火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な
訓練を行うものとする。

看多機サービスの提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、受
付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者またはその
家族に対する説明、記録の整備等必要な措置を講じるものとする。

事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」および厚生労
働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ
イダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。
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②

③

3

4

5

6

(虐待の防止)

第 21 条

①

② 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

③

④ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2

(業務継続計画の策定等)

第 22 条

2

3

(その他運営に関する重要事項)

第 23 条

①

②

2
3

事業者は、第2項の身体的拘束を行う場合には、その態様および時間、その際の利用
者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録することとします。しかし、そ
の場合にも速やかな解除に努めるとともに、理由を利用者本人に説明し、理由および
一連の経過をご家族等に報告します。

事業者は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また
業務の執行体制についても検証・整備する。

身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。

身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じるものと
する。
事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活
用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果に
ついて、従業者に周知徹底を図ること。

事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施するこ
と。

非代替性

一時性

採用時研修　採用後2か月以内

経験に応じた研修　随時

従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。
従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがな
いよう、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を漏らさない旨を、従業者と
の雇用契約に明記する。

事業所は、前各項の取り組みを適正に行うために、身体的拘束等の適正化のための対
策を検討する委員会を3月に1回以上開催し、その結果について、介護従業者その他の
従業者に周知します。
事業所は、前各項の取り組みを適正に行うために、身体的拘束等の適正化のための指
針を整備します。
事業者は、前各項の取り組みを適正に行うために、年2回および入社時に身体的拘束
等の適正化のための研修を行います。

事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継
続的に実施及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計
画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めるも
のとする。
事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び
訓練を定期的に実施する。
事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更
を行う。

事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者
を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やか
に、これを市区町村に通報するものとする。
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4

5

運営規程の添付書類

〇 介護保険の基本報酬

〇 介護保険の加算報酬

〇 介護保険の各種加算の説明

〇 保険の対象とはならない費用一覧

　本規程は2019年8月1日より施行する。
　本規程は2020年11月1日より施行する。
　本規程は2021年4月1日より施行する。
　本規程は2022年10月1日より施行する。
　本規程は2022年12月1日より施行する。
　本規程は2024年4月1日より施行する。
　本規程は2024年6月1日より施行する。
　本規程は2025年9月1日より施行する。
　本規程は2026年3月1日より施行する。
　本規程は2026年5月1日より施行する。

附則
　本規程は2013年8月1日より施行する。
　本規程は2015年7月1日より施行する。

本規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協
議に基づいて定めるものとする。

事業者は、利用者に対する記録を整備し、その完結の日から5年間保管するものとす
る。
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①地域単価

②基本料金(月額)

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

※

※

短期利用の場合(日額)

要介護4 773 841 1,682 2,523

要介護1 571 622
備考

1,537 2,305

単位数 自己負担(1割) 自己負担(2割) 自己負担(3割)

695
1,243 1,864

要介護5 839 913 1,826 2,739

要介護2 638 1,389 2,083
要介護3 706 769

備考

【自己負担額算出方法】
地域単価×単位数＝①円(利用料金(10割)。1円未満切捨て。)
①×保険給付(9割、8割又は7割)＝②円(1円未満切捨て。)
①‐②＝③円(③が各々の負担割合に応じた自己負担額)

(以下余白)

37,895 56,843

要介護4 27,766 30,210 60,419 90,629

要介護3 24,481 26,636 53,271 79,906

上記料金は、厚生労働省の報酬告示(2024年4月施行)に基づき定められた料金です。改正
になった場合には当該改正に従い変更させていただきます。
料金の計算過程における端数処理により、実際の請求額が上記金額と若干異なる場合が
あります。

介護保険の基本報酬(2024年4月1日以降)

要介護1 12,447 13,543 27,085 40,627

34,172 68,344 102,516要介護5 31,408

要介護2 17,415 18,948

自己負担(3割)

地域 横浜市(2級地)
地域単価 10.88円

単位数 自己負担(1割) 自己負担(2割)

同一建物居住者以外の場合(月額)



①地域単価

②各種加算等

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

※

※

※

介護職員等処遇改善加算(I) 1か月に利用したサービスの総単位数に対して加算(14.9％)

認知症行動・心理症状緊急対応加算 200 218 436 653 日単位

訪問体制強化加算 1000 1,088 2,176 3,264

短期利用時 25 28 55 82 日単位

上記料金は、厚生労働省の報酬告示(2024年6月施行)に基づき定められた料金です。改正
になった場合には当該改正に従い変更させていただきます。
料金の計算過程における端数処理により、実際の請求額が上記金額と若干異なる場合が
あります。
認知症行動・心理症状緊急対応加算は短期利用時のみです。短期利用時に算定される加
算は当該加算と介護職員等処遇改善加算のみとなります。

(以下余白)

【自己負担額算出方法】
地域単価×単位数＝①円(利用料金(10割)。1円未満切捨て。)
①×保険給付(9割、8割又は7割)＝②円(1円未満切捨て。)
①‐②＝③円(③が各々の負担割合に応じた自己負担額)

サービス提供体制強化加算(I) 750 816 1,632 2,448

総合マネジメント体制強化加算(I) 1200 1,306 2,612 3,917

ターミナルケア加算 2500 2,720 5,440 8,160 死亡月

特別管理加算(I) 500 544 1,088 1,632
特別管理加算(II) 250 272 544 816

緊急時対応加算 774 843 1,685 2,527
退院時共同指導加算 600 653 1,306 1,959 1回又は2回

介護保険の加算報酬(2026年3月1日以降)

地域 横浜市(2級地)
地域単価 10.88円

初期加算 30 33 66 98 30日分

加算の名称 単位数
自己負担

備考
(1割) (2割) (3割)

認知症加算(II) 890 969 1,937 2,905
認知症加算(IV) 460 501 1,001 1,502



退院時共同指導加算
退院又は退所するに当たり、看護職員等が退院時共同指導を
行った後、退院又は退所後に初回の訪問看護を行った場合

認知症加算(II)

次のいずれも満たす場合に算定する加算です。
〇認知症介護実践リーダー研修又は認知症看護に係る適切な
研修の修了者を必要数配置
〇登録者の認知症日常生活自立度がIII、IV又はM
〇認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る
会議を定期的に開催

認知症加算(IV)
要介護度区分が要介護2であり、認知症日常生活自立度IIの
方に介護を行う場合

認知症行動・心理症状緊急対応加算
短期利用時において、医師が緊急に利用することが適当であ
ると判断した場合(1日当たり。7日を限度。)

介護保険の各種加算の説明(2026年3月1日以降)

加算の名称 加算の説明

初期加算
登録日から30日以内の期間及び30日を超える病院又は診療所
への入院後に利用を再び開始した場合(1日当たり)。

厚生労働大臣が定める特別な管理が必要な方((平成27年厚生
労働省告示94号54)のイに該当する状態にある者)で病状に応
じ計画的な管理を行った場合に加算

緊急時対応加算

24時間連絡できる体制である事業所において、計画にない緊
急時における訪問看護サービス又は宿泊サービスを行う際
に、利用者に当該加算を算定する旨を説明し、同意を得た上
で、当該サービスを行った場合

ターミナルケア加算
死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを
行った場合(死亡月に限る)

特別管理加算(II)
厚生労働大臣が定める特別な管理が必要な方((平成27年厚生
労働省告示94号54)のロ～ホに該当する状態にある者)で病状
に応じ計画的な管理を行った場合に加算

訪問体制強化加算

次のいずれも満たす場合に算定する加算です。
〇訪問看護を除く訪問サービスの提供にあたる常勤の職員を
2名以上配置すること
〇同一建物への訪問を除いた月の述べ訪問回数が200回以上
であること

特別管理加算(I)



介護保険の各種加算の説明(2026年3月1日以降)

加算の名称 加算の説明

サービス提供体制強化加算(I)
前年度の職員体制による加算(介護福祉士の比率が70%以上ま
たは勤続10年以上介護福祉士の比率25%以上のいずれかを満
たすこと)

総合マネジメント体制強化加算(I)

次のいずれも満たす場合に算定する加算です(1月当たり)。
〇多職種協働による個別サービス計画の随時適切な見直し
〇地域交流を図り、地域の行事や活動等に積極的に参加
〇利用者及び利用者と関わりのある地域住民等からの相談体
制の構築
〇居宅サービス計画にインフォーマルサービスを必要に応じ
て位置づけていること
〇「地域資源の効果的な活用」、「世代間の交流の場の設
置」、「認知症や介護に関する事例検討会や研修会等の定期
的な実施」又は「市町村が実施する通いの場や在宅医療・介
護連携推進事業等の地域支援事業等に参加」のいずれかを実
施
〇地域の病院、診療所、介護老人保健施設等に対し、事業所
が提供することのできるサービスの具体的な内容に関する情
報提供を行っていること

介護職員等処遇改善加算(I)

介護福祉士の配置等要件、職場環境の改善、賃金体系等の整
備、研修の実施、資格や勤務年数等に応じた昇給の仕組みの
整備、職場環境のさらなる改善及び見える化等を通じて介護
職員の基本的な待遇改善・ベースアップ等のための加算



訪問看護療養費

円 円 円 円
准 円 円 円 円

円 円 円 円
准 円 円 円 円

円 円 円 円
准 円 円 円 円

円 円 円 円
准 円 円 円 円

円 円 円 円
円 円 円 円

准 円 円 円 円
円 円 円 円

准 円 円 円 円
円 円 円 円

准 円 円 円 円
円 円 円 円

准 円 円 円 円
円 円 円 円

准 円 円 円 円
円 円 円 円

准 円 円 円 円
円 円 円 円

准 円 円 円 円
円 円 円 円

准 円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円

※ 高額療養費が現物支給されるなど、利用者負担に限度額がある場合、月途中で限度額を超え
た以降は、その月内は利用料を徴収しない。

(以下余白)

訪問看護ターミナルケア療養費II 死亡月1回 10,000 1,000 2,000 3,000

訪問看護ターミナルケア療養費I 死亡月1回 25,000 2,500 5,000 7,500

900
訪問看護情報提供療養費 月1回 1,500 150 300 450

訪問看護管理療養費
月の初日 7,440 744 1,488 2,232

月の2日目以降 3,000 300 600

精神科訪問看護基本療養費IV 入院中1～2回 8,500 850 1,700 2,550

30分未満
週4日以降

2,550 255 510 765
2,360 236 472 708

精神科訪問看護基本
療養費III
(同一日に3人以上)

30分以上
週3日まで

2,780 278 556 834
2,530 253 506

30分以上
週4日以降

3,280 328 656 984
3,030 303 606 909

30分未満
週3日まで

2,130 213 426 639
1,940 194 388 582

6,050 605 1,210 1,815

759

30分未満
週4日以降

5,100 510 1,020 1,530
4,720 472 944 1,416

精神科訪問看護基本
療養費I

精神科訪問看護基本
療養費III
(同一日に2人まで)

30分以上
週3日まで

5,550 555 1,110 1,665
5,050 505 1,010 1,515

30分未満
週3日まで

4,250 425 850 1,275
3,870 387 774 1,161

30分以上
週4日以降

6,550 655 1,310 1,965

訪問看護基本療養費III 1日につき 8,500 850 1,700 2,550

週4日以降
3,280 328 656 984
3,030 303 606 909

訪問看護基本療養費II

(同一日に3人以上)

週3日まで
2,780 278 556 834
2,530 253 506 759

週4日以降
6,550 655 1,310 1,965
6,050 605 1,210 1,815

医療保険の基本報酬(2023年6月1日以降)

項目 利用料金
自己負担

1割 2割 3割

訪問看護基本療養費I

訪問看護基本療養費II

(同一日に2人まで)

週3日まで
5,550 555 1,110 1,665
5,050 505 1,010 1,515



医療保険の各種加算

円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円

※ 高額療養費が現物支給されるなど、利用者負担に限度額がある場合、月途中で限度額を超え
た以降は、その月内は利用料を徴収しない。

(以下余白)

在宅患者緊急時等カンファレンス加算 1回当たり 2,000 200 400 600

在宅患者連携指導加算 1回当たり 3,000 300 600 900

退院支援指導加算 退院日翌日以降訪問日 6,000 600 1,200 1,800

1,500
退院時共同指導加算 初日の訪問日 6,000 600 1,200 1,800

特別管理加算
1月当たり 2,500 250 500 750

(重症度が高い)1月 5,000 500 1,000

2,400
24時間対応体制加算 1回につき 6,400 640 1,280 1,920

精神科複数回訪問加算
2回/日訪問 4,500 450 900 1,350
3回/日以上訪問 8,000 800 1,600

1,140
看護師と看護補助者等 3,000 300 600 900

複数名精神科訪問看護加算

看護師2人 4,500 450 900 1,350
看護師と准看護師 3,800 380 760

長時間精神科訪問看護加算 1日/週 5,200 520 1,040 1,560

精神科緊急訪問看護加算 1日当たり 2,650 265 530 795

深夜訪問看護加算 1回につき 4,200 420 840 1,260

夜間・早朝訪問看護加算 1回につき 2,100 210 420 630

複数名訪問看護加算
看護師2人 4,500 450 900 1,350

看護師と准看護師 3,800 380 760

900 1,350
3回/日以上訪問 8,000 800 1,600

1,140
看護師と看護補助者等 3,000 300 600 900

医療保険の加算報酬(2023年6月1日以降)

項目 利用料金
自己負担

1割 2割 3割

長時間訪問看護加算 1日/週 2,650 265 530 795

2,400
緊急訪問看護加算 1日当たり 2,650 265 530 795

難病等複数回訪問加算
2回/日訪問 4,500 450



医療保険での各種加算の説明(2023年6月1日以降)

加算等の名称 加算等の説明



保険の対象とはならない費用一覧(2022年12月1日以降)

名称 内容 備考

食事費
朝食:350円、昼食:650円、夕食:750円
(食材・調理費を含む。)

日常生活において通常必要となるものに係る費用
であって、その利用者に負担させることが適当と
認められる費用は、その実費を徴収する。

宿泊に要する費用 1泊3,000円

(以下余白)

日常生活費


